
知
行
国
制
の
成
立

寺
　
内

浩

は
　
じ
　
め
　
に

　
知
行
国
制
が
院
政
期
以
降
盛
行
す
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
知
行
国
制
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
な

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
関
し
て
は
大
き
く
分
け
て
制
度
史
的
視
点
と
財
政
史
的
視
点
の
二
つ
の
角
度
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

　
こ
の
う
ち
前
者
は
知
行
国
制
の
「
制
度
史
的
系
統
」
を
問
題
に
す
る
も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
知
行
国
制
の
成
立
過
程
の
研
究
の
中
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

な
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
た
の
は
、
上
皇
な
ど
に
与
え
ら
れ
た
院
分
に
よ
り
補
任
さ
れ
る
「
院
宮
分
国
」
と
知
行

国
と
の
関
係
で
あ
る
。
『
古
事
類
苑
』
（
封
禄
部
二
帯
封
）
に
は
「
賜
国
ハ
院
宮
摂
関
大
臣
納
言
参
議
等
二
、
韓
国
ノ
国
守
ヲ
賜
ヒ
、
其
所

得
ヲ
収
メ
テ
以
テ
公
私
ノ
用
二
供
セ
シ
ム
ル
ヲ
謂
フ
ナ
リ
」
と
あ
り
、
「
院
宮
分
国
」
と
知
行
国
と
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
考
え
は
そ
の
後
も
受
け
継
が
れ
、
村
田
正
志
氏
は
「
聯
装
分
国
」
は
年
給
制
度
に
由
来
す
る
も
の
で
、
知
行
国
は
「
院
宮
分
国
」
か

ら
「
移
管
」
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
吉
村
茂
樹
氏
は
、
知
行
国
は
年
給
制
度
だ
け
で
な
く
種
々
の
非
律
令
詳
言
禄
制
度
か
ら
発
展

し
た
も
の
で
、
「
院
宮
分
国
」
と
知
行
国
と
は
兄
弟
関
係
に
あ
る
麓
、
そ
の
形
態
は
全
く
同
様
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
時
野
谷
滋
氏

は
、
「
院
宮
分
国
」
の
源
流
は
年
給
制
度
で
は
な
く
御
料
国
制
に
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
「
院
宮
分
国
」
と
知
行
国
と
は
制
度
的
系
統
を
同

一
〇
七
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じ
く
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
知
行
国
と
「
叢
論
分
国
」
と
を
同
系
統
の
も
の
と
し
、
そ
の
形
態
・
構
造
の
同
一
性
を
強
調

す
る
考
え
は
長
い
間
通
説
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
説
に
批
判
を
加
え
た
の
が
橋
本
義
彦
氏
で
あ
る
。
橋
本
氏
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

「
三
宮
分
国
」
の
源
流
は
御
料
国
制
に
あ
る
と
す
る
時
野
谷
説
を
承
認
す
る
一
方
で
、
①
「
院
宮
分
国
」
が
任
官
関
係
の
公
文
書
に
も
表

記
さ
れ
る
公
式
の
制
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
知
行
国
は
「
朝
廷
の
私
事
」
で
あ
る
、
②
知
行
国
制
で
の
知
行
国
主
の
立
場
は
受
領
と
同
じ

で
あ
り
、
「
院
宮
分
国
」
制
で
の
分
国
主
の
立
場
と
大
き
く
異
な
る
、
③
知
行
国
を
「
早
宮
分
国
」
に
充
て
る
ケ
ー
ス
が
存
す
る
、
な
ど

の
点
か
ら
、
知
行
国
と
「
春
宮
分
国
」
と
は
本
来
そ
の
起
源
も
性
格
・
構
造
も
異
な
る
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
橋
本
氏
の
通
説
批
判

に
つ
い
て
時
野
谷
氏
も
支
持
を
表
明
さ
れ
、
知
行
国
の
「
制
度
史
的
系
統
」
に
つ
い
て
は
「
全
く
新
し
い
構
想
の
も
と
に
、
最
初
か
ら
考

　
　
　
　
　

え
直
す
」
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
知
行
国
の
制
度
的
源
流
を
探
ろ
う
と
す
る
研
究
は
振
り
出
し
に
戻
っ
た
の
だ
が
、
知
行
国
制
を
国
司
制
度
・
受
領
制
の

変
遷
の
な
か
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
が
上
島
享
氏
で
あ
る
。
上
島
氏
は
、
＝
世
紀
末
以
降
院
近
臣
受
領
が
封
戸
制
を
解
体
さ
せ
て
受

領
の
地
位
の
家
産
化
を
進
め
る
一
方
で
、
封
戸
収
入
を
失
っ
た
公
卿
層
が
子
息
を
受
領
に
す
る
こ
と
に
よ
り
受
領
収
入
の
確
保
を
目
指
す

よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
て
国
務
後
見
と
受
領
収
益
取
得
が
結
び
つ
い
て
知
行
国
制
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
橋
本
義
彦
氏
の
い
わ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

よ
う
に
、
「
知
行
国
に
於
て
は
、
国
主
は
受
領
の
背
後
に
、
し
か
も
受
領
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
知
行
国
の
成

立
を
受
領
制
の
展
開
と
し
て
考
え
る
視
角
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
上
島
氏
の
研
究
に
は
不
十
分
な
点
や
言
及
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
ら
も
多
く
、
今
後
は
上
島
氏
の
視
角
を
継
承
し
つ
つ
さ
ら
に
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
財
政
史
的
視
点
か
ら
の
研
究
、
す
な
わ
ち
な
ぜ
公
卿
た
ち
が
知
行
国
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
か
の
問
題
だ
が
、
佐
藤
誠
実
・
山

本
信
哉
氏
以
来
最
近
の
上
島
享
氏
に
至
る
ま
で
封
戸
制
の
解
体
と
の
関
係
を
重
視
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
院
政
期
に
な

る
と
公
卿
の
経
済
的
基
盤
で
あ
る
封
戸
制
が
解
体
し
た
た
め
に
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
公
卿
が
知
行
国
を
得
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



そ
し
て
、
『
大
黄
秘
抄
』
の
「
今
の
上
達
部
は
、
封
戸
す
こ
し
も
え
候
は
ず
。
庄
な
く
ば
い
か
に
し
て
か
は
、
お
ほ
や
け
わ
た
く
し
候
べ

き
。
近
代
の
上
達
部
、
お
ほ
く
国
を
給
は
り
候
は
、
封
戸
の
な
き
が
す
る
事
な
め
り
と
思
候
に
、
め
さ
る
＼
こ
そ
力
お
よ
ぼ
ぬ
事
な
れ
。
」

と
い
う
一
文
が
そ
の
根
拠
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
行
国
制
の
成
立
が
封
戸
制
の
解
体
と
い
う
点
か
ら
だ
け
で

説
明
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
、
後
に
み
る
よ
う
に
封
戸
支
給
の
対
象
で
は
な
い
公
卿
以
外
の
官
人
が

知
行
国
主
と
な
っ
て
い
る
例
が
院
政
期
初
期
か
ら
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
行
国
制
の
成
立
と
封
戸
制

の
解
体
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
の
だ
が
、
今
後
は
違
っ
た
側
面
か
ら
の
考
察
も
行
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
知
行
国
制
の
成
立
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
整
理
と
問
題
点
の
指
摘
を
行
っ
た
が
、
以
下
で
は
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
知
行

国
制
が
受
領
制
の
展
開
の
な
か
で
い
か
に
成
立
し
た
か
、
公
卿
た
ち
が
な
ぜ
知
行
国
を
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。少

年
受
領

　
知
行
国
制
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
橋
本
義
彦
氏
は
、
知
行
国
制
に
つ
い
て
、
「
公
卿
等
が
そ
の
子
弟
を
国
守
に
申
任
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
務
沙
汰
の
実
権
を
と
り
、
国
守
の
所
得
を
、
国
守
を
含
む
一
家
の
経
済
に
取
り
入
れ
る
仕
組
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
が
現
在
の
通
説
的
見
解
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
知
行
国
主
が
受
領
の
申
任
、
国
務
沙
汰
、
収
入
な
ど
の
権
限
を
掌
握
し

た
も
の
が
知
行
国
制
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
知
行
国
が
公
卿
等
の
一
種
の
給
与
と
し
て
定
着
す
る
＝
一
世
紀
後
半
以
降
に
お

い
て
は
こ
う
し
た
定
義
が
あ
て
は
ま
る
史
料
が
多
い
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
知
行
国
関
係
の
史
料
は
い
ず
れ
も
断
片
的
で
あ
り
、
知

行
国
主
が
そ
う
し
た
権
限
を
握
る
の
は
い
か
な
る
要
因
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
な
の
か
に
関
し
て
は
不
明
な

知
行
国
制
の
成
立

一
〇
九
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点
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
知
行
国
主
が
国
守
の
収
入
を
そ
の
家
の
経
済
に
取
り
入
れ
て
い
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
藤
原
忠
通
の
知
行

国
に
対
し
て
『
台
記
』
に
「
被
レ
改
二
賜
石
見
一
云
々
、
摂
二
二
代
之
政
｝
、
親
二
三
国
之
務
一
、
錐
三
朝
恩
余
二
於
身
｝
、
貧
レ
利
之
名
、
可
レ
流
二

　
　
　
　
　
ヨ
　

干
後
代
一
華
歎
」
と
述
べ
ら
れ
た
史
料
な
ど
が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
具
体
的
な
様
相
は
あ
ま
り
わ
か
っ
て
は
い
な
い
。
国
務
沙
汰
の
実
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
「
件
国
彼
内
府
沙
汰
也
」
、
「
故
徳
大
寺
左
大
臣
家
知
二
行
国
務
一
之
時
」
、
「
件
石
見
摂
政
殿
親
二
吏
務
一
」

な
ど
、
知
行
国
主
が
国
務
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
国
務
へ
の
関
与
が
単
な
る
後
見
に
す
ぎ

な
い
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
国
務
の
大
半
を
管
掌
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
知
行
国
主
が

そ
う
し
た
権
限
を
得
る
に
至
っ
た
要
因
・
経
過
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
知
行
国
制
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
問
題
解
決
の
大
き
な
妨
げ
と
な
っ
て
い

る
の
が
知
行
国
制
の
成
立
期
で
あ
る
一
一
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
関
係
史
料
の
少
な
さ
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
あ

げ
た
よ
う
な
権
限
を
知
行
国
主
が
掌
握
し
た
も
の
を
知
行
国
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
「
沙
汰
」
「
知
行
国
務
」
な
ど
の
文
言
が
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

に
な
く
と
も
知
行
国
と
み
な
し
う
る
も
の
が
あ
る
。
少
年
受
領
の
国
々
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
少
年
之
受
領
」
「
幼
少
之
人
」
「
年
少
人
」
な

ど
と
評
さ
れ
た
こ
う
し
た
少
年
受
領
は
当
事
者
能
力
に
欠
け
る
た
め
、
国
務
沙
汰
や
受
領
収
入
の
差
配
が
本
人
に
よ
り
行
わ
れ
て
い
た
と

は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
実
際
に
は
後
見
者
（
ほ
と
ん
ど
の
場
合
そ
の
父
親
）
が
そ
れ
ら
を
管
掌
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
受

領
へ
の
任
命
も
当
人
の
意
思
に
よ
る
の
で
は
な
く
後
見
者
の
申
任
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
少
年
受
領
の
国
々
は
い
ず
れ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
　

後
見
者
を
知
行
国
主
と
す
る
知
行
国
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

　
表
1
は
補
任
時
あ
る
い
は
見
任
時
の
年
令
が
一
九
才
以
下
の
少
年
受
領
の
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
表
か
ら
成
立
期
の
知

行
国
制
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
表
1
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
少
年
受
領
は
一
一
世
紀
後
半
は
あ
ま
り
多
く
な
く
、
一
二
世
紀
に
な
る
と
急
増
す
る
の
だ
が
、
注
目
し
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表1　少年受領（1068～1156）
由
理
任
補

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

主
）
懸
盤
行
官
知
（

令
年

讐
擬
噺
欝
噺
擬
闘
財
蝋
欝
欝
財
噺
蕩
慧
三
道

愛
国

離
誰
講
離
離
歯
灘
纏
難
翻
灘
聯
弾
難
難
巌
灘
離
離
謹
離
犠
繍
峨
本

領
受

離
糠
綴
織
鰻
鰻
騰
灘
灘
灘
羅
灘
擁
雛
騨
翻

腰

離
郷
雛
離
離
離
離
離
郷
離
離
雛
雛
離
郷
離
醗
雛
離
離
紐
雛
雛
離

年

㊦
⑳
紛
の
　
の
D
　
の
の
の
の
紛
の
　
　
㊦
　
の
の
紛
の
D
　
　
の
の
　
の
⑳
の
の
　
D
3
）
の
の
　
　
の
の
㎝
㎝
罐
朧
㈹
罐
ω
㎝
㎝
　
ω
㎝
価
㎝
ω
㎝
　
器
㎝
器
ω
能
州
　
躍
2
2
2
3
〃
4
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た
い
の
は
年
少
者
で
あ
る
彼
ら
が
な
ぜ
受
領
に
な
り
え
た
か
で
あ
る
。

　
受
領
に
任
命
さ
れ
た
理
由
の
う
ち
最
も
多
い
の
が
成
功
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
治
元
年
（
一
一
〇
四
）
に
美
作
守
と
な
っ
た
藤
原
通

　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

季
は
「
尊
勝
寺
功
」
、
永
久
二
年
（
＝
一
四
）
に
越
前
守
と
み
え
る
藤
原
顕
盛
は
蓮
華
蔵
院
の
「
御
仏
九
体
」
の
造
功
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
年
少
者
の
彼
ら
に
成
功
を
す
る
力
が
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
ず
、
実
際
に
は
い
ず
れ
も
彼
ら
の
父
親
（
知

行
国
主
）
が
行
っ
た
成
功
で
あ
っ
た
。
高
階
時
章
は
造
転
輪
院
功
で
長
治
元
年
に
能
登
守
と
な
っ
た
の
だ
が
、
『
中
右
記
』
長
治
元
年
正

月
二
七
三
条
に
は
「
故
丹
波
守
為
章
朝
臣
為
二
男
時
章
受
領
功
一
、
従
二
去
年
一
造
営
也
」
と
あ
り
、
天
治
二
年
（
＝
二
五
）
に
白
河
三
重
塔

造
営
功
に
よ
り
九
才
で
紀
伊
守
に
な
っ
た
藤
原
器
量
に
つ
い
て
は
、
『
永
昌
記
』
大
治
元
年
三
月
七
日
条
に
「
藤
中
納
言
申
下
請
以
二
小
男

顕
長
座
雷
干
玄
翁
二
紀
伊
守
一
功
上
」
と
あ
る
。
ま
た
、
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
に
一
〇
才
で
美
作
守
に
な
っ
た
藤
原
津
津
は
翌
年
重
任
宣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

旨
を
蒙
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
父
の
権
右
中
弁
藤
原
如
上
の
御
所
進
上
功
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
藤
原
忠
隆
は
天
永
二
年
（
＝
一
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

に
「
年
十
歳
、
幼
少
無
レ
極
」
で
丹
波
守
に
な
り
、
翌
年
造
大
炊
殿
功
に
よ
り
重
任
さ
れ
る
の
だ
が
、
「
丹
波
守
生
年
十
歳
、
年
少
之
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

不
レ
能
二
沙
汰
一
、
ロ
ハ
着
二
束
帯
一
参
仕
下
墨
、
侃
伊
予
守
着
二
衣
冠
【
、
二
二
便
所
一
万
事
沙
汰
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
造
営
の
指
揮
は
父
の
伊

予
守
基
隆
が
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
時
期
は
下
る
が
、
仁
安
二
年
、
（
＝
六
七
）
の
法
二
酉
殿
造
営
は
「
少
年
」
受
領
の
周
防
守
藤
原

季
盛
と
そ
の
兄
の
讃
岐
守
藤
原
季
能
の
功
と
し
て
な
さ
れ
た
の
だ
が
、
実
際
に
は
父
親
の
「
大
宮
権
大
夫
俊
盛
卿
五
二
知
行
国
之
功
一
造
進

　
の
　

之
」
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
少
年
受
領
の
場
合
成
功
の
実
質
的
主
体
は
彼
ら
の
父
親
（
知
行
国
主
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
父
親
が
官
職
を
辞
し
て
子
を
受
領
に
申
任
す
る
と
い
う
事
例
も
数
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
永
二
年
の
源
忠
高
の
美
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

守
補
任
は
父
親
の
源
俊
実
が
権
大
納
言
を
辞
し
て
、
「
以
二
男
忠
高
一
申
二
任
美
乃
守
こ
し
、
保
安
二
年
（
一
一
二
一
）
の
藤
原
等
方
の
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

雲
守
補
任
は
父
親
の
藤
原
為
隆
が
遠
江
守
を
辞
し
て
、
「
以
二
世
出
方
一
、
申
二
任
出
雲
守
こ
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
後
述
す

る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
父
親
の
器
官
に
よ
る
子
の
受
領
申
任
は
す
で
に
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
酒
井
宏
治
氏
に
よ
る

知
行
国
制
の
成
立

一
三



四

と
そ
う
し
た
辞
官
途
任
は
貴
族
た
ち
が
「
辞
官
に
よ
り
職
封
な
ど
の
経
済
的
特
権
を
失
う
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
子
息
を
受
領
に
任
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

て
自
ら
の
経
済
基
盤
と
し
た
」
も
の
で
あ
る
。
属
官
に
よ
り
給
与
を
国
家
に
返
還
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
は
一
種
の
成
功
と

も
い
え
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
場
合
も
父
親
の
盲
官
と
い
う
行
為
に
よ
り
年
少
者
の
受
領
補
任
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。

　
少
年
受
領
の
補
任
理
由
と
し
て
白
河
院
政
期
に
数
多
く
み
ら
れ
る
の
が
春
分
で
あ
る
。
院
分
は
上
皇
・
女
院
な
ど
に
与
え
ら
れ
る
毎
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

一
人
の
受
領
を
推
挙
す
る
権
利
で
あ
る
。
院
分
受
領
の
ほ
と
ん
ど
は
判
官
代
で
、
し
た
が
っ
て
上
皇
・
女
院
な
ど
の
近
臣
か
ら
選
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
表
1
の
少
年
受
領
の
場
合
は
そ
の
年
令
か
ら
み
て
院
近
臣
と
し
て
の
働
き
に
よ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ

り
、
い
ず
れ
も
父
親
が
有
力
な
院
近
臣
で
あ
る
が
故
に
判
官
代
に
な
り
、
そ
し
て
受
領
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
仁
元

年
（
二
〇
八
）
に
一
五
才
で
出
雲
守
と
な
っ
た
藤
原
顕
頼
、
天
治
二
年
に
九
才
で
紀
伊
守
と
な
っ
た
藤
原
場
長
の
父
藤
原
顕
隆
は
「
夜

　
　
　
あ
　

の
関
白
」
と
し
て
著
名
な
白
河
院
の
側
近
で
あ
る
。
ま
た
長
治
二
年
に
参
河
守
と
な
っ
た
藤
原
伊
通
、
永
久
二
年
に
備
中
守
と
な
っ
た
藤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

原
重
通
の
父
藤
原
上
通
は
藤
原
俊
家
の
子
だ
が
、
幼
少
時
か
ら
白
河
院
に
養
育
さ
れ
、
二
六
才
で
権
中
納
言
と
な
り
、
「
上
皇
被
レ
仰
二
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

万
事
一
、
侃
天
下
之
権
威
傍
若
無
人
也
」
と
評
さ
れ
た
白
河
院
の
寵
臣
で
あ
る
。
院
分
に
よ
る
受
領
と
は
い
っ
て
も
年
少
者
の
場
合
は
本

人
で
は
な
く
む
し
ろ
そ
の
父
親
と
上
皇
・
女
院
と
の
個
人
的
関
係
か
ら
受
領
に
な
り
え
た
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
、
少
年
受
領
の
国
々
を
対
象
に
知
行
国
で
は
い
か
な
る
経
過
に
よ
っ
て
受
領
が
補
任
さ
れ
た
か
を
み
て
き
た
が
、
成
功
、
半
官
申

任
、
院
分
と
い
っ
た
補
任
理
由
自
体
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
も
一
般
の
受
領
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
九
世
紀
末
以
降
受
領
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
叙
・
旧
吏
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
た
が
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
成
功
が
増
え
、
ま
た
二
分
や
辞
官
申
任
に
よ
る
も
の
も
み
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
院
政
期
に
な
る
と
成
功
や
院
分
に
よ
り
大
国
の
受
領
が
院
近
臣
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
「
計
余
国
定
任
事
」
と

い
わ
れ
る
状
況
に
な
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
受
領
の
補
任
理
由
に
関
し
て
は
知
行
国
と
一
般
の
国
と
の
間
に
差
異
は

な
い
。
相
違
す
る
の
は
受
領
の
ポ
ス
ト
を
確
保
し
た
主
体
が
受
領
本
人
で
は
な
く
知
行
国
主
で
あ
っ
た
点
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
造
営
．



献
物
な
ど
の
功
を
積
み
、
石
面
と
し
て
奉
仕
し
た
本
人
が
成
功
・
三
分
で
受
領
に
任
命
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
知
行
国
で
は
そ
う
し
た

成
功
・
奉
仕
を
行
っ
た
の
が
受
領
本
人
で
は
な
く
知
行
国
主
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
少
年
受
領
の
国
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
の
知
行
国
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
応
徳
元
年
（
一
〇
八
四
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

源
顕
仲
が
遷
任
し
て
国
守
と
な
っ
た
丹
波
国
は
、
「
右
丞
相
之
御
沙
汰
」
と
あ
り
、
父
親
の
右
大
臣
真
正
房
の
知
行
国
だ
っ
た
と
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

れ
る
の
だ
が
、
重
任
功
と
な
っ
た
東
寺
五
重
塔
の
造
営
を
実
際
に
行
っ
た
の
は
、
「
右
大
臣
源
朝
臣
顕
房
殊
七
二
勧
賞
一
所
二
塁
作
一
也
」
と

あ
る
よ
う
に
、
雨
漏
房
で
あ
っ
た
。
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
に
藤
原
膜
壁
が
遷
任
し
て
国
守
と
な
っ
た
越
前
国
も
、
「
越
前
皇
后
被
レ
賜
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

因
五
節
事
皇
后
沙
汰
云
云
」
と
み
え
、
美
福
門
院
得
子
の
知
行
国
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
遷
任
功
と
な
っ
た
押
小
路
御
所
の
造
営
を
行
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
の
は
、
「
但
件
等
御
所
井
御
堂
安
房
古
道
親
忠
偏
所
二
営
造
「
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
美
福
門
院
得
子
の
乳
父
の
藤
原
親
忠
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
天
永
二
年
に
藤
原
宗
成
が
春
日
社
塔
の
造
営
功
な
ど
に
よ
り
国
守
に
な
っ
た
因
幡
国
は
そ
の
父
藤
原
宗
忠
の
知
行
国
と
し
て
こ
れ

ま
で
に
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
「
造
塔
事
所
二
五
申
一
也
、
是
因
幡
祖
宗
成
専
科
造
営
一
由
、
有
二
殿
下
三
一
、
面
容
可
二
相
営
一
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　

故
、
所
レ
単
二
申
御
社
一
也
」
「
御
社
有
二
塔
事
一
、
彼
別
当
男
因
幡
守
宗
成
所
課
也
、
侃
当
別
当
之
沙
汰
也
」
と
あ
り
、
実
際
に
は
宗
忠
が
造

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

営
を
行
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
知
行
国
で
は
受
領
ポ
ス
ト
を
確
保
し
た
の
は
受
領
本
人
で
は
な
く
知
行
国
主
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
研

究
で
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
知
行
国
制
を
考
え
る
上
で
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
行
国
主
が
受
領

の
申
任
、
国
務
沙
汰
、
収
入
と
い
っ
た
権
限
を
掌
握
し
え
た
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
行
国
主

が
そ
う
し
た
権
限
を
握
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
受
領
の
ポ
ス
ト
を
主
体
的
に
獲
得
し
た
の
が
知
行
国
主
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
受
領
本
人
は
知
行
国
主
の
申
任
に
よ
り
形
式
的
に
受
領
の
地
位
に
つ
い
た
だ
け
な
の
で
、
そ
れ
ら
の
権
限
は
有
し
な
か
っ
た
の
で

　
　
め
　

あ
る
。

知
行
国
制
の
成
立

一
五



一
六

二
　
知
行
国
と
院
近
臣

　
本
節
で
は
、
公
卿
な
ど
が
な
ぜ
知
行
国
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

は
封
戸
制
の
解
体
と
の
関
連
で
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
上
島
享
氏
は
「
知
行
国
制
は
＝
世
紀
末
の
封
戸
制
の

解
体
を
契
機
に
形
成
が
進
」
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
表
1
を
み
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
封
戸
と
は
無
関
係
の
公
卿
以
外

の
知
行
国
主
が
多
数
お
り
、
そ
の
理
由
が
封
戸
収
入
の
減
少
だ
け
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
で
は
、
そ
の
理
由
は
何
か
だ
が
、
表

1
の
知
行
国
主
を
み
て
気
づ
く
こ
と
は
、
一
部
に
摂
関
や
摂
関
家
家
司
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
が
院
司
・
院
近
臣
で
占
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
ず
公
達
層
だ
が
、
公
平
に
は
じ
ま
る
閑
院
流
藤
原
氏
が
多
く
み
ら
れ
る
。
閑
院
流
藤
原
氏
は
堀
河
・
鳥
羽
・
霊
徳
・
後
白
河
の
四
人

の
天
皇
の
母
を
出
し
た
こ
と
か
ら
権
勢
を
誇
っ
た
家
系
で
、
実
季
（
白
河
院
司
）
・
保
実
（
白
河
院
司
）
・
公
実
（
白
河
院
司
）
・
通
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　

（
白
河
判
司
）
・
袴
能
（
鳥
羽
院
司
）
が
こ
れ
に
属
す
る
。
頼
宗
流
藤
原
氏
の
宗
通
は
先
述
し
た
よ
う
に
白
河
院
の
寵
臣
で
、
伊
通
（
白
河
・

鳥
羽
門
司
）
・
季
通
・
時
通
の
三
人
の
子
の
知
行
国
主
と
な
り
、
「
身
帯
二
三
官
一
、
購
吠
鰍
蠕
た
根
部
家
有
二
両
国
一
二
靭
福
貴
相
兼
、
家
門
繁

　
　
お
　

昌
也
」
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
同
流
の
藤
原
青
玉
は
待
賢
門
院
司
で
、
そ
の
妻
は
鳥
羽
天
皇
皇
女
統
子
内
親
王
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

道
隆
流
藤
原
氏
の
師
僧
は
二
院
箇
中
、
為
二
別
当
一
、
執
行
万
事
己
と
さ
れ
た
白
河
院
政
初
期
の
諸
司
で
あ
る
。
同
流
の
基
隆
は
堀
河

天
皇
乳
母
子
で
、
四
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
受
領
を
つ
と
め
た
老
司
受
領
で
あ
る
。
そ
の
子
忠
隆
も
長
期
間
受
領
を
つ
と
め
た
白
河
・
鳥

羽
院
司
で
、
そ
の
妻
は
崇
徳
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
門
流
藤
原
氏
の
敦
兼
は
堀
河
天
皇
乳
母
子
で
、
白
河
・
鳥
羽
疏
註

で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

　
源
氏
で
は
、
村
上
源
氏
の
顕
房
は
白
河
天
皇
中
宮
で
堀
河
天
皇
母
の
賢
子
の
実
父
で
あ
る
。
醍
醐
源
氏
の
俊
実
は
白
河
院
司
、
宇
多
源

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

氏
の
有
賢
も
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
あ
る
。

　
諸
大
夫
層
で
は
高
藤
流
藤
原
氏
が
多
い
。
為
房
は
関
白
師
実
の
家
司
で
あ
る
と
と
も
に
、
後
三
条
・
白
河
両
院
の
院
司
を
つ
と
め
、
鳥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

羽
朝
に
は
蔵
人
頭
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
子
顕
隆
は
「
夜
の
関
白
」
「
天
下
之
政
、
在
二
此
人
一
言
一
也
（
中
略
）
、
知
二
天
下
之
万
事
己
、

と
評
さ
れ
た
白
河
院
の
側
近
で
、
顕
頼
・
顕
能
・
顕
長
の
三
人
の
子
の
知
行
国
主
と
な
っ
て
い
る
。
顕
隆
の
子
顕
頼
は
鳥
羽
天
皇
乳
母
子
、

　
　
　
　
　
　

「
君
之
腹
心
」
で
、
顕
広
・
光
頼
・
白
方
・
成
頼
の
四
人
の
子
の
知
行
国
主
と
な
っ
て
い
る
。
『
愚
管
抄
』
巻
第
七
に
は
顕
隆
・
顕
頼
父
子

に
つ
い
て
「
別
二
近
臣
ト
テ
白
河
院
幽
幽
初
ハ
俊
明
等
モ
候
。
ス
エ
ニ
ハ
顕
隆
・
顕
頼
ナ
ド
云
物
ド
モ
イ
デ
キ
テ
、
本
体
ノ
摂
鑛
臣
ヲ
コ

ノ
シ
モ
ザ
マ
ノ
人
ノ
ヲ
ハ
シ
ケ
ル
ニ
、
又
カ
ナ
シ
ウ
ヲ
サ
レ
テ
ヲ
ソ
レ
ハ
ぐ
カ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
為
房
の
子
為
隆
は
摂
関
家
の
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

司
を
つ
と
め
、
「
関
白
・
摂
政
の
う
し
ろ
み
」
と
い
わ
れ
た
人
物
で
、
そ
の
子
光
房
も
摂
関
家
家
司
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
、
朝
隆

（
白
河
・
鳥
羽
院
司
、
摂
関
家
家
司
）
も
舌
房
の
子
で
、
顕
時
（
鳥
羽
院
司
）
は
為
房
の
孫
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ソ

　
心
証
流
藤
原
氏
の
顕
季
は
白
河
院
の
乳
母
子
で
、
「
時
ノ
キ
ラ
夢
人
ナ
カ
リ
シ
」
、
「
受
領
岩
年
、
相
続
不
断
」
と
い
わ
れ
た
白
河
院
の

側
近
で
あ
る
。
意
志
は
長
実
・
家
保
・
面
輔
の
三
人
の
子
の
知
行
国
主
と
な
っ
て
い
る
が
、
三
人
は
と
も
に
ま
た
そ
れ
ら
の
子
の
知
行
国

主
に
な
っ
て
い
る
。
老
実
は
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
、
約
三
〇
年
に
わ
た
っ
て
受
領
を
つ
と
め
た
典
型
的
な
痛
言
受
領
で
あ
る
。
任
参
議
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
も
な
く
し
て
中
納
言
に
な
っ
た
時
に
は
「
大
幸
人
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
鳥
羽
天
皇
皇
后
の
美
福
門
院
得
子
は
そ
の
女
で
あ
る
。
家
保

は
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
、
そ
の
妻
は
崇
徳
天
皇
乳
母
に
な
っ
て
い
る
。
顕
輔
も
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
、
二
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
受
領
を

つ
と
め
て
い
る
。
長
輔
（
鳥
羽
引
算
）
は
長
実
の
子
で
美
福
門
院
得
子
の
兄
で
あ
る
。
家
鳴
の
子
家
成
は
「
天
下
事
一
向
帰
二
家
成
己
、

　
　
　
　
　
　
び
　

「
院
第
一
ノ
寵
人
」
と
さ
れ
た
鳥
羽
院
の
寵
臣
で
肝
癌
・
家
明
・
成
親
の
三
人
の
子
の
知
行
国
主
に
な
っ
て
い
る
。

　
良
門
流
藤
原
氏
の
清
隆
は
白
河
院
の
寵
臣
隆
時
の
子
で
、
そ
の
妻
は
近
衛
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。
清
隆
は
白
河
・
鳥
羽
院
司
と

知
行
国
制
の
成
立
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七



一
八

な
り
、
約
三
〇
年
に
わ
た
り
受
領
を
つ
と
め
、
隆
盛
・
光
隆
・
定
隆
の
三
人
の
子
の
知
行
国
主
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
他
、
高
階
為
章
は
「
為
章
者
、
白
河
法
皇
寵
遇
之
人
也
、
干
レ
時
因
幡
守
藤
原
隆
時
同
為
二
近
臣
一
、
世
語
二
寵
臣
一
瞬
、
称
二
黒
二

　
　
　
　
　

人
一
疋
已
」
と
さ
れ
た
白
河
院
側
近
で
あ
る
。
平
忠
盛
は
周
知
の
よ
う
に
鳥
羽
院
の
近
臣
で
、
三
〇
年
以
上
に
わ
た
り
受
領
を
つ
と
め
て

い
る
。
平
範
家
も
鳥
羽
院
司
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
表
1
の
知
行
国
主
の
多
く
が
白
河
・
鳥
羽
院
の
近
臣
、
し
か
も
院
権
力
の
中
枢
に
位
置
し
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

彼
ら
が
経
済
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
表
1
に
み
え
る
知
行
国
主
に
は
見
任
受
領
も
し
く
は
受
領
経

験
者
が
多
い
の
だ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
藤
原
実
季
の
四
条
坊
門
宅
の
倉
が
彼
の
死
後
焼
亡
し
た
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

は
「
宝
物
財
貨
、
悉
為
二
等
量
こ
と
あ
り
、
藤
原
宗
通
、
藤
原
顕
隆
、
藤
原
忠
隆
、
平
忠
盛
に
つ
い
て
は
、
「
家
野
里
宝
貨
一
、
富
勝
二
巴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

人
【
」
、
「
富
満
二
四
点
訳
、
「
家
父
財
多
」
、
「
富
累
二
巨
万
己
と
さ
れ
、
彼
ら
が
多
大
の
富
を
蓄
積
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
故
に
、
彼

ら
院
近
臣
に
と
っ
て
知
行
国
は
収
入
不
足
を
補
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
収
入
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
封
戸
制
な
ど
律
令
制
的
給
与
体
系
が
崩
壊
す
る
な
か
で
院
近
臣
は
荘
園
・
受
領
収
入
な
ど
多
く
の
富
を
得
て
い
た
の
だ
が
、
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

は
さ
ら
に
受
領
収
入
を
増
や
そ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
公
卿
あ
る
い
は
見
任
受
領
の
場
合
さ
ら
に
受
領
を
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、

確
保
し
た
受
領
ポ
ス
ト
に
子
弟
な
ど
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
受
領
収
入
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
院
政
期
に
な
る
と
院
司
受
領
が
急
増
し

て
莫
大
な
受
領
収
入
を
得
る
と
と
も
に
院
に
盛
ん
に
経
済
的
奉
仕
を
行
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
知
行
国
制
は
そ
う
し
た
院
と
そ

の
周
辺
へ
の
富
の
集
中
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
摂
関
家
や
そ
の
家
司
受
領
な
ど
の
場
合
は
や
や
事
情
が
異
な
る
。
師
実
の
頃
は
家
司
受
領
も
多
く
、
彼
が
知
行
国
を

得
た
事
情
は
今
述
べ
た
院
近
臣
と
共
通
す
る
点
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
忠
実
・
忠
通
の
頃
に
な
る
と
院
権
力
が
増
大
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

「
家
司
受
領
、
近
来
不
レ
卑
し
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
家
司
受
領
も
少
な
く
な
り
、
ま
た
封
戸
制
も
解
体
す
る
の
で
、
収
入
の
減
少
を
補
う



こ
と
が
そ
の
目
的
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
二
世
紀
に
な
る
と
摂
関
家
は
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
収
入
を
得
る
こ
と
は
困
難
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

り
、
摂
関
家
自
ら
が
受
領
収
入
の
確
保
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
忠
実
が
「
関
白
太
政
大
臣
兼
二
受
領
一
、
実
無
レ
極

　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

奇
怪
事
也
」
と
や
や
自
虐
的
な
言
辞
を
呈
し
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
表
1
に
は
み
え
な
い
が
、
藤
原
宗
忠
が
成
功
に
よ
り
知
行
国
を
確
保
し
た
の
も
同
様
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宗
忠
は
康
和

元
年
（
一
〇
九
九
）
に
三
八
才
で
参
議
に
昇
進
し
、
天
永
二
年
（
一
一
＝
）
に
因
幡
国
知
行
国
主
と
な
る
の
だ
が
、
ま
も
な
く
し
て
日

野
に
新
堂
を
建
立
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
に
棟
上
げ
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
同
年
に
因
幡
守
大
成
の
任
期
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

終
わ
る
と
、
「
営
々
造
作
事
、
豊
成
任
二
因
幡
一
、
去
レ
任
之
後
、
諸
事
難
レ
叶
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
造
営
費
の
調
達
が
思
う
よ
う
に
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
　

な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
治
二
年
（
一
一
二
七
）
に
な
っ
て
も
「
棟
上
之
後
、
已
及
二
九
ヶ
年
一
、
万
事
不
レ
叶
、
干
レ
今
延
引
也
」
と
あ

り
、
新
堂
の
供
養
が
行
わ
れ
た
の
は
大
治
五
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
宗
忠
は
公
卿
を
長
年
つ
と
め
な
が
ら
寺

堂
一
棟
の
造
営
費
用
捻
出
に
苦
心
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
先
に
み
た
巨
富
を
形
成
し
た
院
近
臣
と
異
な
っ
て
経
済
状
態
は
決
し
て
良
好
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
彼
が
忠
実
の
支
援
に
よ
っ
て
知
行
国
を
得
た
の
は
一
家
の
収
入
を
維
持
・
確
保
す
る
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
公
卿
な
ど
が
知
行
国
を
有
し
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
き
た
。
知
行
国
が
家
司
受
領
の
減
少
や
封
戸
制
の
解
体
な
ど
に

よ
る
収
入
の
不
足
を
補
っ
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
が
、
知
行
国
主
の
多
く
を
占
め
る
院
近
臣
に
お
い
て
は
、
知
行
国
は
従

来
の
収
入
を
維
持
・
確
保
す
る
も
の
で
は
な
く
、
受
領
収
入
を
得
て
富
を
さ
ら
に
増
大
さ
せ
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

知
行
国
制
の
成
立

一
九



一
二
〇

三
　
摂
関
期
の
知
行
国

　
最
後
に
、
本
節
で
は
、
摂
関
期
す
な
わ
ち
形
成
期
の
知
行
国
制
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
摂
関
期
に
お
け
る
知
行
国
関
係
の
史
料
は
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
知
行
国
の
事
例
で
は

な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
藤
原
実
需
が
養
子
資
頼
の
任
官
を
藤
原
道
長
に
強
く
働
き
か
け
た
伯
豊
国
、
源
定
良
が
国
守
を
つ
と
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

そ
の
伯
父
源
俊
賢
が
「
知
義
歯
与
国
事
一
之
人
」
と
さ
れ
た
伊
予
国
の
二
国
で
あ
る
。
橋
本
義
彦
氏
は
こ
れ
ら
二
国
を
摂
関
期
に
お
け
る
公

卿
知
行
国
の
例
と
し
て
お
ら
れ
る
樋
、
時
野
谷
滋
・
上
島
享
氏
ら
は
そ
れ
ら
を
知
行
国
と
す
る
こ
と
に
は
批
判
的
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
二
国
が
知
行
国
か
否
か
は
後
に
論
じ
る
こ
と
に
し
て
、
頼
通
の
時
代
に
な
る
と
明
ら
か
に
知
行
国
と
み
な
せ
る
も
の
が
あ
ら
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
る
よ
う
に
な
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
る
と
、
橘
俊
綱
は
藤
原
頼
通
の
子
で
あ
っ
た
が
橘
俊
遠
の
養
子
と
な
り
、
蔵
人
を
経
て
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
才
で
尾
張
守
に
な
り
、
『
栄
花
物
語
』
に
は
藤
原
頼
宗
の
子
基
貞
が
一
六
才
で
但
馬
守
に
な
っ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
康
平
四
年
（
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

六
一
）
に
は
至
要
国
の
辞
官
申
任
に
よ
り
そ
の
子
の
源
俊
明
が
一
八
才
で
加
賀
守
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
少
年
受
領
で
あ

り
、
故
に
そ
れ
ら
の
国
々
は
そ
の
父
親
の
知
行
国
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
頼
通
政
権
下
に
な
る
と
知
行
国
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
す
で
に
知
行
国
制

が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
次
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
、
一
〇
世
紀
後
半
以
降
受
領
が
私
撰
を
蓄
積
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
権
力
を
掌
握
し
た
摂
関
家
は
家
司
な
ど
を
次
々
に
受
領
に
補

任
し
、
自
家
へ
の
経
済
的
奉
仕
に
は
げ
ま
せ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
道
長
が
新
造
の
土
御
門
殿
の
家
具
調
度
一
切
を
伊
予
守
源

頼
光
に
献
じ
さ
せ
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
典
型
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
摂
関
期
に
な
る
と
受
領
の
私
富
が
増
大
し
、
家
司
受
領
な
ど
を
通

じ
て
摂
関
家
と
そ
の
周
辺
に
富
が
集
積
さ
れ
る
。
摂
関
期
に
な
る
と
「
受
領
な
ど
を
編
成
し
て
自
力
で
富
を
集
め
る
仕
組
が
形
成
さ
れ
」
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

富
が
「
偏
在
」
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
院
政
期
に
は
院
と
そ
の
周
辺
に
富
が
集
中
す
る
と
し
た
が
、
こ
う
し
た
傾
向
は
摂

関
期
か
ら
す
で
に
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
院
政
期
に
お
け
る
院
近
臣
と
同
様
受
領
収
入
を
さ
ら
に
増
加
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き

も
強
ま
り
、
知
行
国
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
今
述
べ
た
頼
通
政
権
期
の
知
行
国
は
こ
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
少

年
受
領
の
父
親
を
調
べ
て
み
る
と
、
橘
俊
綱
と
藤
原
基
貞
の
父
親
（
実
父
）
は
藤
原
頼
通
・
頼
宗
で
あ
り
、
源
俊
明
の
父
隆
国
も
頼
通
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

近
習
者
で
あ
る
と
と
も
に
「
後
冷
泉
院
御
在
位
之
間
、
誇
二
朝
恩
無
恥
己
と
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
知
行
国
主
だ
ち
は
そ
の
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

息
を
受
領
に
す
る
こ
と
に
よ
り
一
家
へ
の
受
領
収
入
を
さ
ら
に
多
く
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
家
司
受
領
た
ち
は
摂
関
家
へ
の
奉
仕
は
熱
心
に
行
っ
た
が
、
「
陳
二
国
水
質
呪
事
一
、
今
年
公
事
不
レ
可
二
皆
済
一
、
大
殿
辺
例
進
外

　
　
　
　
　
　
　
ザ
　

不
レ
可
レ
致
二
他
勤
己
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
官
物
納
入
や
そ
の
他
の
貴
族
へ
の
貢
進
は
怠
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
封
戸
も
同
様
で
あ
り
、
摂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
家
関
係
者
は
腫
物
を
確
保
で
き
た
が
、
以
外
の
者
の
封
戸
収
入
は
不
安
定
な
状
態
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
栄
花
物
語
』
巻
五
に
は
、

伊
里
失
脚
後
に
中
宮
定
子
が
「
国
々
の
御
封
な
ど
召
し
物
す
れ
ど
、
は
か
ば
か
し
く
物
す
が
や
か
に
わ
き
ま
へ
申
出
も
な
け
れ
ば
」
と
あ

り
、
権
力
を
失
う
と
封
物
の
徴
収
も
満
足
に
で
き
な
か
っ
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
摂
関
期
に
な
る
と
受
領
の
私
製
が
増
大
す
る
↓
方

で
、
官
人
給
与
な
ど
の
中
央
貢
進
物
は
減
少
し
、
受
領
収
入
を
確
保
で
き
た
者
は
収
入
を
よ
り
増
大
さ
せ
る
が
、
そ
う
で
な
い
者
は
逆
に

収
入
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
受
領
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
は
『
枕
草
子
』
の
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
激
し
い
争
奪
戦
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
高
級
貴
族
の
公
卿
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
公
卿
も
権
力
者
と
の
距

離
に
よ
り
封
戸
を
は
じ
め
と
す
る
収
入
に
差
が
出
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
受
領
収
入
の
確
保
に
乗
り
出
す
よ
う
に
な
る
。
表
2
は
見
任

公
卿
の
子
息
が
受
領
に
な
っ
た
事
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
一
〇
世
紀
の
前
半
は
見
任
公
卿
を
父
親
と
す
る
受
領
は
ほ

と
ん
ど
い
な
い
が
、
後
半
に
な
る
と
そ
う
し
た
受
領
が
増
加
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
家
の
収
入
を
さ
ら
に
増
や
そ
う
と
す
る
者
や
減
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

し
つ
つ
あ
る
収
入
を
補
お
う
と
す
る
者
な
ど
、
公
卿
に
よ
り
事
情
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
公
卿
も
収
入
の
多
い
受
領

知
行
国
制
の
成
立
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表2　見任公卿を父親とする受領（901～1068｝
㈱
僖
親
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言
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）
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）
群
臣
）
言
）
言
）
）
納
言
議
）
）
言
納
納
言
臣
）
即
納
納
即
納
議
納
即
納
臣
）
納
踊
膿
麟
膿
鯵
騰
藻
躍
膿
糠
躍
撮
麟
麟
麟
灘
緻
緻
灘
欝
擁
鰍
明
佐
頼
幹
茂
衡
通
章
正
範
信
輔
範
親
信
親
親
忠
忠
信
正
国
資
成
房
隆
資
任
憲
方
宗
通
宗
業
輔
家
国
宗
家
輔
道
恒
公
扶
是
在
兼
国
惟
文
雅
為
文
安
重
安
安
懐
懐
親
輔
有
実
行
経
兼
実
通
惟
道
頼
経
頼
資
経
経
隆
頼
経
界
早
早
　
　
原
　
　
原
早
早
原
理
　
原
早
早
　
原
尿
早
早
　
　
三
原
原
早
早
三
原
早
早
三
原
草
原
早
早
原
　
　
三
原
原
挙
挙
橘
藤
源
藤
藤
聯
弾
藤
聯
弾
聯
弾
源
聯
弾
藤
藤
平
菅
藤
藤
藤
野
藤
聯
弾
藤
藤
藤
野
藤
野
藤
藤
源
藤
藤
藤

酩
狭
津
波
伊
摩
江
斐
伊
予
波
内
河
陸
賀
前
中
厚
賀
佐
野
防
尊
老
日
馬
予
後
作
賀
後
泉
馬
前
駅
馬
津
老
日
芸
江
中
芸
若
摂
阿
紀
綱
近
甲
紀
伊
丹
河
毎
期
伊
越
備
山
伊
韓
国
周
伊
伯
但
伊
丹
美
加
丹
和
但
越
美
但
摂
伯
安
眠
備
安

二
二

衡
相
早
耳
脚
光
光
斉
古
雅
義
孝
信
政
方
政
仁
タ
サ
義
理
華
華
野
良
早
撃
成
房
長
貞
平
貞
本
家
綱
基
貞
綱
平
サ
有
導
爆
半
国
中
景
遠
耳
扶
惟
為
陳
鞘
堂
守
輔
光
重
為
広
野
郎
定
兼
資
師
憲
経
基
経
書
甲
唄
定
隆
基
定
家
照
照
　
原
　
原
原
尿
早
早
　
原
原
尿
　
原
尿
原
尿
　
三
原
原
尿
原
三
原
原
原
三
原
早
早
早
早
原
　
三
原
原
藤
野
橘
藤
源
藤
藤
藤
野
藤
源
藤
野
藤
源
藤
野
藤
藤
平
菅
藤
野
卑
藤
藤
藤
藤
藤
藤
野
藤
野
聯
弾
藤
源
藤
藤
藤

二
二
補

任
紫
茸
任
任
球
体
球
体
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
壁
体
任
炊
煙
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
任
見
月
見
見
月
見
月
見
月
見
補
月
見
見
補
早
見
見
補
早
見
導
爆
早
見
見
見
早
見
補
見
見
見
見
月
見
早
見
見
目

年
の
虜
の
紛
D
の
の
の
の
㊧
⑳
の
紛
の
の
の
⑳
　
α
D
四
三
鋤
謝
脚
鋤
三
朔
鋤
⑥
㈲
姻
附
圃
5
D
鋤
a
9
細
思
醜
鵬
伽
似
儒
餅
柳
佃
卵
儒
儒
三
園
醜
醜
醜
q
瞼
G
の
G
℃
G
っ
G
っ
　
G
っ
　
q
£
q
っ
q
っ
G
瞼
q
ρ
G
っ
G
っ
G
っ
G
っ
G
っ
G
っ
G
っ
G
っ
1
9
5
6
元
4
元
3
2
2
5
元
〃
元
2
元
3
5
4
〃
3
4
7
元
3
〃
元
〃
4
5
8
9
元
2
3
3
4
5
3
7
4
喜
平
再
再
慶
早
筆
元
元
元
観
　
延
延
柞
暦
暦
徳
　
保
保
弘
安
安
　
元
　
元
元
元
元
久
徳
承
喜
喜
喜
平
平
暦
延
承
承
天
天
牛
天
貞
天
天
永
　
永
永
永
正
正
長
　
長
長
寛
治
治
　
長
　
長
長
長
長
長
寛
永
天
天
善
導
康
治



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

ポ
ス
ト
に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
り
、
積
極
的
に
子
息
を
受
領
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
に
伯
書
守
と
な
っ
た
藤
原
資
頼
に
つ
い
て
は
、
『
小
右
記
』
か
ら
そ
の
父
実
資
と
蔓
草
日
国
と
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

わ
り
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
小
右
記
』
に
よ
る
と
、
道
長
か
ら
「
所
レ
二
極
猛
」
と
出
雲
さ
れ
る
ほ
ど
労
資
に
よ
る
資
頼
の
任
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

運
動
は
激
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
赴
任
に
際
し
て
は
実
学
は
在
庁
官
人
へ
下
す
庁
宣
の
手
配
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
伯
報
国
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

担
当
す
る
内
裏
の
修
理
箇
所
に
つ
い
て
大
夫
史
に
問
い
合
わ
せ
を
行
い
、
碧
雲
後
は
解
由
状
の
作
成
に
関
し
て
細
か
な
指
示
を
与
え
て
い

　
ち
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

る
。
さ
ら
に
、
伯
爵
日
計
か
ら
は
た
び
た
び
実
資
の
許
に
物
が
送
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
資
は
国
務
に
関
わ
り
、
そ
し
て
受
領
収

入
も
得
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
の
他
、
具
体
的
な
内
容
は
不
明
だ
が
、
甥
が
国
守
を
つ
と
め
る
伊
予
国
の
造
営
事
業
に
つ
い
て
意
見
を
述

べ
て
い
る
源
俊
賢
は
「
知
二
伊
与
国
事
一
之
人
」
と
み
え
、
永
柞
元
年
（
九
八
九
）
の
源
異
方
の
越
前
守
補
任
は
そ
の
父
大
納
言
重
信
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
懇
奏
」
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
永
観
元
年
（
九
八
三
）
に
駿
河
守
と
な
っ
た
藤
原
惟
孝
は
父
の
参
議
為
輔
が
勘
解
由
長

官
を
辞
す
替
わ
り
に
補
任
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
公
卿
が
そ
の
地
位
を
辞
し
て
子
息
を
受
領
に
申
任
す
る
こ
う
し
た
事
例
は
他
に
も
み
ら

　
　
り
　

れ
る
。
こ
れ
ら
に
お
け
る
父
親
と
子
息
の
受
領
と
の
関
係
は
不
明
だ
が
、
無
官
に
よ
り
受
領
ポ
ス
ト
が
確
保
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
父

親
は
子
息
の
受
領
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
後
半
に
な
る
と
子
息
を
受
領
に
し
ょ
う
と
す
る
公
卿
が
増
加
し
、
そ
う
し
た
公
卿
た
ち
は
国
務
沙
汰
や
受
領

収
入
と
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
国
々
を
直
ち
に
知
行
国
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
藤
原
実
資
や
源
俊
賢
の
事
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
ら
が
国
務
に
関
与
し
た
り
、
収
入
を
得
た
り
し
て
い
た
こ

と
は
間
違
い
な
い
と
し
て
も
、
国
務
沙
汰
や
収
入
の
差
配
に
お
い
て
主
導
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
ま
で
は
確
認
で
き
な
い
。
他
の
公
卿
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

官
人
に
つ
い
て
も
ぞ
う
し
た
こ
と
を
示
す
史
料
は
な
い
。
ま
た
、
資
頼
の
尊
老
目
差
補
任
は
大
原
野
里
修
造
功
に
よ
る
と
推
測
さ
れ
、
永
詐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

元
年
の
源
乗
方
の
越
前
守
補
任
も
「
造
二
作
式
部
省
一
功
」
に
よ
る
の
だ
が
、
実
質
的
に
は
鳥
獣
や
重
信
が
費
用
を
負
担
し
て
い
た
と
い
う

知
行
国
制
の
成
立

一
二
三



一
二
四

可
能
性
は
低
い
。
な
ぜ
な
ら
、
摂
関
期
に
な
る
と
こ
う
し
た
成
功
に
よ
る
受
領
補
任
例
が
多
く
な
る
が
、
成
功
の
主
体
は
い
ず
れ
も
受
領

本
人
で
あ
り
、
院
政
期
の
よ
う
に
実
際
に
は
父
親
な
ど
が
成
功
を
行
っ
て
い
た
と
す
る
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
辞
官
署
任

に
よ
る
も
の
も
、
父
親
が
一
定
度
影
響
力
を
有
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に
し
て
も
、
子
息
の
受
領
は
そ
の
経
歴
か
ら
み
て
い
ず
れ
も

成
人
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
院
政
期
に
み
ら
れ
る
父
親
の
辞
官
申
任
に
よ
り
補
任
さ
れ
た
少
年
受
領
と
は
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な

い
。

　
関
係
史
料
が
少
な
い
た
め
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
公
卿
の
子
息
が
受
領
に
な
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
知
行
国
と
す
る
の
は
困

難
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
公
卿
が
受
領
ポ
ス
ト
の
確
保
や
国
務
沙
汰
に
関
与
し
、
そ
し
て
収
入
も
得
た
と
し
て
も
、
国
に
よ
っ
て

程
度
の
差
は
あ
ろ
う
が
、
摂
関
期
の
段
階
で
は
院
政
期
の
よ
う
に
父
親
の
公
卿
が
主
導
権
を
握
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
場
合
が
多
い

と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
本
節
で
は
公
卿
を
中
心
に
摂
関
期
の
知
行
国
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
受
領
の
父
親
が
受
領
ポ
ス
ト

の
確
保
や
国
務
沙
汰
に
次
第
に
関
与
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
父
親
が
そ
れ
ら
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て

い
る
も
の
を
知
行
国
と
す
る
な
ら
ば
、
摂
関
期
に
お
い
て
は
多
く
の
場
合
そ
う
し
た
状
況
に
は
未
だ
至
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
知
行
国
形
成
の
動
き
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
本
節
の
最
初
に
み
た
よ
う
に
頼
通
政
権
期
に
な
る
と
明
確
に
知
行

国
と
み
な
し
う
る
も
の
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
知
行
国
制
に
と
っ
て
摂
関
期
は
形
成
期
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
　
わ
　
り
　
に

知
行
国
は
、
知
行
国
主
が
成
功
な
ど
に
よ
り
受
領
ポ
ス
ト
を
確
保
し
、
子
弟
な
ど
を
受
領
に
申
任
し
て
国
務
沙
汰
や
収
入
差
配
の
権
限



を
掌
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
知
行
国
は
「
院
宮
分
国
」
と
は
直
接
の
制
度
的
系
譜
関
係
は
な
く
、
上
島
享
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う

に
受
領
制
の
変
遷
・
展
開
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
さ
て
、
一
〇
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
受
領
の
私
富
が
増
大
し
、
摂
関
家
が
家
司
受
領
を
通
し
て
富
を
集
積
す
る
一
方
で
、
済
物
の
納
入

状
況
が
悪
化
す
る
。
院
政
期
に
な
る
と
こ
う
し
た
動
き
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
院
と
そ
の
周
辺
に
富
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た

な
か
で
公
卿
た
ち
は
収
入
を
さ
ら
に
増
や
す
た
め
に
、
あ
る
い
は
減
少
し
た
収
入
を
補
う
た
め
に
受
領
収
入
を
得
よ
う
と
す
る
。
知
行
国

は
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
か
ら
生
ま
れ
、
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
知
行
国
制
の
成
立
過
程
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
と
そ
れ
以
前
を
考
察
の
対
象
と
し
た
。
後
白
河
親

政
・
院
政
期
以
降
知
行
国
は
中
世
貴
族
の
主
要
収
入
と
し
て
定
着
し
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
過
程
の
解
明
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、

ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
註

（
1
）
知
行
国
制
の
成
立
過
程
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
佐
藤
誠
実
「
揚
名
考
補
之
齢
」
（
「
史
学
雑
誌
』
一
一
－
一
、
一
九
〇
〇
年
）
、
山
本
信
哉
「
介

　
を
守
と
い
ひ
守
を
大
介
と
も
い
ふ
考
」
（
『
国
学
院
雑
誌
』
九
　
一
～
三
・
五
～
八
・
＝
・
一
二
、
一
〇
⊥
二
・
六
、
一
九
〇
三
・
四
年
）
、
松
本
勝

　
三
「
国
衙
領
の
知
行
に
つ
き
て
」
（
『
国
史
学
』
三
、
一
九
三
〇
年
）
、
村
田
正
志
「
院
宮
御
分
国
の
研
究
」
（
同
『
村
田
正
志
著
作
集
』
第
五
巻
、
思

　
黄
粉
出
版
、
一
九
八
五
年
、
初
出
は
一
九
三
七
年
）
、
吉
村
茂
樹
『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
五
七
年
）
、
時
野
谷

　
滋
『
律
令
封
禄
制
度
史
の
研
究
』
第
三
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
年
、
初
出
は
一
九
六
二
・
一
九
七
二
年
）
、
同
「
再
び
知
行
国
制
の
成
立
に
つ

　
い
て
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
七
八
、
一
九
七
九
年
）
、
橋
本
義
彦
「
院
宮
分
国
と
知
行
国
」
（
同
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六

　
年
、
初
出
は
一
九
六
九
年
、
以
下
橋
本
（
A
）
論
文
と
す
る
）
、
同
「
論
評
分
国
と
知
行
国
再
論
」
（
同
『
平
安
貴
族
』
、
平

知
行
国
制
の
成
立

一
二
五



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

　
凡
社
、
一
九
八
六
年
、
初
出
は
一
九
七
八
年
、
以
下
橋
本
（
B
）
論
文
と
す
る
）
、
角
野
陽
子
「
知
行
国
制
度
の
成
立
」
（
『
史
窓
』
二
八
、
一
九
七
〇

　
年
）
、
上
島
享
「
国
司
制
度
の
変
遷
と
知
行
国
制
の
形
成
」
（
「
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』
所
収
、
思
文
面
出
版
、
一
九
九
七
年
）
な
ど

　
が
あ
る
。
な
お
、
各
氏
の
論
に
言
及
す
る
場
合
は
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
論
文
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
2
）
時
野
谷
滋
註
（
1
）
前
掲
書
三
四
三
頁
。

（
3
）
上
島
杜
氏
は
一
二
世
紀
以
前
に
こ
の
用
語
を
使
用
す
る
の
は
不
適
当
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
使
用
し
て
い
る
用
語
な
の
で
、

　
と
り
あ
え
ず
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
4
）
こ
れ
よ
り
以
前
に
、
山
本
信
哉
氏
や
松
本
勝
三
氏
は
参
議
の
豊
国
な
ど
内
官
の
外
官
兼
任
を
知
行
国
の
起
源
と
さ
れ
て
お
り
、
吉
村
茂
樹
氏
の
考

　
え
は
両
者
の
考
え
を
折
衷
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
5
）
橋
本
義
彦
氏
が
薦
垂
分
国
主
の
収
入
を
公
納
物
と
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
は
勝
山
清
次
氏
の
批
判
が
あ
り
（
同
「
書
評
・
橋
本
義
彦
著
『
平
安
貴
族
』
」
、

　
『
日
本
史
研
究
』
三
〇
一
、
一
九
八
七
年
）
、
御
料
国
制
を
「
院
宮
分
国
」
の
源
流
と
す
る
こ
と
は
も
は
や
困
難
で
あ
る
。
院
分
で
任
命
さ
れ
た
受
領

　
か
ら
結
果
的
に
上
皇
な
ど
が
経
済
的
奉
仕
を
受
け
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
院
分
自
体
は
菊
池
紳
一
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う

　
に
上
皇
な
ど
が
毎
年
受
領
を
推
挙
す
る
制
度
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
（
菊
池
紳
一
「
『
院
分
』
の
成
立
と
変
遷
」
、
『
国
史
学
』
一
二
八
、
一
九
八
六

　
年
）
。

（
6
）
時
野
谷
滋
註
（
1
）
前
掲
書
三
九
一
頁
。
同
氏
は
ま
た
「
知
行
国
の
制
度
史
的
系
統
を
直
接
的
に
掴
も
う
と
す
る
企
て
は
、
成
功
す
る
見
込
み
が

　
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
系
統
的
に
、
直
接
、
接
続
す
る
先
行
の
制
度
は
存
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
（
同
四
二
〇
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
橋
本
義
彦
氏
は
「
院
宮
分
国
の
本
来
の
姿
は
樽
詰
の
一
形
態
で
あ
り
、
公
卿
の
知
行
国
は
、
そ
れ
と
は
直
接
関
り
な
く
、
公
卿
に
受
領
の
所

　
得
を
得
し
あ
ん
が
た
あ
の
便
法
と
し
て
始
ま
り
、
そ
れ
が
次
第
に
慣
例
化
し
て
、
つ
い
に
は
一
つ
の
制
度
に
定
着
し
た
も
の
と
い
う
見
解
も
成
り
立

　
つ
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
同
註
（
1
）
前
掲
（
A
）
論
文
）
。



（
7
）
同
註
（
1
）
前
掲
（
A
）
論
文
。

（
8
）
註
（
1
）
前
掲
橋
本
（
A
）
論
文
。

（
9
）
久
安
元
年
正
月
二
六
日
条
。

（
1
0
）
　
『
殿
暦
』
嘉
承
元
年
九
月
三
〇
正
条
、
『
平
安
遺
文
』
八
　
三
八
三
七
、
『
台
記
』
久
安
元
年
正
月
二
六
日
条
。

（
1
1
）
　
『
江
記
』
寛
治
五
年
正
月
二
八
日
条
、
『
永
昌
記
』
嘉
承
二
年
四
月
一
四
日
条
、
『
中
右
記
』
天
永
二
年
四
月
一
四
日
条
。
以
下
で
は
、
こ
う
し
た

　
年
少
者
の
受
領
を
少
年
受
領
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
1
2
）
上
島
毒
言
は
、
受
領
を
父
親
と
す
る
少
年
受
領
に
着
目
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
知
行
国
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
上
島
氏
の
議
論
の
対
象

　
と
な
っ
て
い
る
知
行
国
は
実
質
上
公
卿
知
行
国
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
二
世
紀
後
半
以
降
の
例
か
ら
み
て
知
行
国
主
は
決
し

　
て
公
卿
に
限
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
知
行
国
制
の
成
立
過
程
を
考
え
る
際
に
は
公
卿
以
外
の
知
行
国
に
も
十
分
配
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
1
3
）
　
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
五
月
四
日
条
に
は
、
二
〇
才
の
藤
原
兼
経
、
二
一
才
の
藤
原
公
成
、
一
五
才
の
藤
原
長
家
、
一
八
才
の
藤
原
良
書
ら
に
つ

　
い
て
、
「
法
螺
年
少
人
早
出
、
口
猶
乳
臭
」
と
あ
る
。
『
江
記
』
寛
治
五
年
正
月
二
八
日
条
で
は
、
一
四
才
の
丹
後
守
と
｝
七
才
の
因
幡
守
に
つ
い
て

　
「
以
上
井
少
年
之
受
領
也
、
院
依
二
御
厄
年
一
、
不
レ
可
レ
知
二
食
天
下
政
一
云
々
、
可
レ
如
レ
導
引
如
何
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
中
右
記
』
天
永
三

　
年
七
月
二
三
日
条
に
は
、
一
六
才
の
讃
岐
守
藤
原
顕
能
に
つ
い
て
、
「
年
少
之
上
、
兼
無
二
受
領
功
一
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
一

　
応
一
〇
代
以
下
の
受
領
を
少
年
受
領
と
し
た
。

　
　
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
受
領
の
氏
名
・
任
国
な
ど
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
宮
崎
康
充
編
「
受
領
補
任
』
三
～
五
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九

　
九
〇
・
一
九
九
一
年
）
を
参
照
し
た
。

（
1
4
）
　
『
公
卿
補
任
』
永
久
三
年
項
。

（
1
5
）
　
『
大
記
』
永
久
二
年
一
一
月
二
九
日
条
。

知
行
国
制
の
成
立
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七
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『
上
皇
御
移
徒
記
』
。

「
中
右
記
』
天
永
二
年
一
〇
月
二
五
日
条
。

『
中
右
記
』
天
永
三
年
一
〇
月
一
九
日
条
。

『
中
右
記
』
天
永
三
年
八
月
一
九
日
条
。

『
仙
洞
御
移
徒
部
類
記
』
。

『
公
卿
補
任
』
天
永
二
年
項
。

『
弁
官
補
任
』
保
安
二
年
項
。

同
「
辞
官
申
任
の
成
立
」
（
『
日
本
国
家
の
史
的
特
質
　
古
代
・
中
世
』
、
羅
文
閣
出
版
、

菊
池
紳
一
註
（
5
）
前
掲
論
文
。

『
今
鏡
』
す
べ
ら
ぎ
の
中
第
二
。

『
尊
卑
分
脈
』
、
『
今
鏡
』
ふ
ち
な
み
の
中
第
五
。

『
中
右
記
』
保
安
元
年
七
月
二
二
日
条
。

玉
井
力
「
受
領
巡
任
に
つ
い
て
」
（
『
海
南
史
学
』
一
九
、
一
九
八
一
年
）
。

『
中
右
記
』
大
治
四
年
七
月
一
五
日
条
裏
書
。

『
平
安
遺
文
』
四
i
一
七
〇
七
。

『
扶
桑
略
記
』
応
徳
三
年
一
〇
月
二
〇
日
条
。

「
台
記
』
久
安
二
年
＝
月
＝
二
日
条
。

『
本
朝
世
紀
』
康
治
二
年
四
月
三
日
条
。

一
九
九
七
年
）
。

一
二
八



（
3
4
）
　
『
中
右
記
』
天
永
三
年
六
月
一
六
日
条
、
『
殿
中
』
永
久
二
年
六
月
一
九
日
条
。
後
者
に
は
宗
忠
の
「
沙
汰
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
次
に
述
べ
る
藤

　
原
忠
実
が
造
営
し
た
鳥
羽
金
剛
心
院
に
つ
い
て
、
『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
四
月
二
〇
日
産
、
同
一
〇
月
一
八
日
条
に
「
播
磨
所
課
宇
治
入
道
殿
御
沙
汰

　
也
」
、
「
是
播
磨
国
所
課
、
入
道
殿
御
沙
汰
」
と
あ
る
の
で
、
宗
忠
が
造
営
の
主
体
で
あ
っ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
3
5
）
公
卿
等
が
成
功
に
よ
り
知
行
国
を
得
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
橋
本
義
彦
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
「
成
功
は
公
卿
等
が
知
行
国
を
獲
得
す
る
最

　
も
有
効
な
手
段
で
あ
っ
た
と
思
う
。
」
（
同
註
（
1
）
前
掲
（
B
）
論
文
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
3
6
）
主
体
的
に
受
領
の
ポ
ス
ト
を
確
保
す
る
こ
と
が
知
行
国
主
の
必
要
条
件
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
実
質
的
に
受
領
の
ポ
ス
ト
を
得
た
者
が
誰
か
と
い

　
う
こ
と
も
ま
た
知
行
国
か
否
か
を
判
断
す
る
一
つ
の
指
標
と
な
り
う
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
「
沙
汰
」
「
知
行
国
務
」
な
ど
の
文
言
か
ら
知
行
国
に
つ
い

　
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
判
断
材
料
が
一
つ
増
加
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
大
治
元
年
に
二
五
才
の
備
中
守
藤
原
忠
隆
が
万
里
小
路
殿
造
営

　
功
に
よ
り
、
久
寿
元
年
（
＝
五
四
）
に
は
六
七
才
の
播
磨
国
守
源
顕
親
が
鳥
羽
金
剛
心
院
造
営
功
に
よ
り
重
任
さ
れ
る
が
、
実
際
に
造
営
を
担
当

　
し
た
の
は
「
伊
予
守
基
隆
朝
臣
造
進
之
」
、
「
募
二
播
磨
重
任
功
一
禅
粟
子
之
」
と
あ
る
よ
う
に
（
「
上
皇
御
移
徒
記
』
、
『
台
記
』
久
寿
元
年
七
月
二
九
日

　
条
）
、
藤
原
基
隆
、
藤
原
忠
実
で
あ
り
、
備
中
国
は
基
隆
、
播
磨
国
は
忠
実
の
知
行
国
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　
　
ま
た
、
院
政
期
に
は
公
卿
が
し
ば
し
ば
受
領
功
を
申
請
し
て
成
功
を
行
っ
て
い
る
。
永
久
二
年
に
は
権
大
納
言
の
源
雅
俊
が
受
領
功
に
よ
っ
て
院

　
に
宅
を
献
上
し
（
『
中
右
記
』
永
久
二
年
四
月
一
九
日
条
）
、
元
永
元
年
（
＝
一
八
）
に
は
権
大
納
言
藤
原
仲
実
、
参
議
藤
原
実
行
が
最
勝
寺
造
営

　
に
際
し
て
受
領
功
を
申
請
し
て
お
り
（
『
中
右
記
』
元
永
元
年
二
月
二
一
日
条
）
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
知
行
国
の
確
保
を
目
的
と
し
た
成
功
で
あ
っ

　
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ち
　

（
3
7
）
　
『
簿
記
』
天
養
元
年
一
二
月
二
七
日
条
に
「
備
後
者
実
行
卿
沙
汰
無
、
此
官
件
卿
所
二
造
進
一
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
備
後
国
は
藤
原
実

　
行
の
知
行
国
（
国
守
は
実
行
の
子
顕
成
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
実
行
も
公
実
の
子
で
白
河
・
鳥
羽
院
司
で
あ
る
。

（
3
8
）
　
『
中
右
記
』
保
安
元
年
七
月
二
二
日
条
。

知
行
国
制
の
成
立
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＝
二
〇

（
3
9
）
　
『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
正
月
｝
○
日
条
。
な
お
、
『
中
右
記
』
大
治
二
年
＝
月
｝
五
日
条
裏
書
か
ら
藤
原
経
忠
が
若
狭
国
の
知
行
国
主
と
推
測
さ

　
れ
る
が
（
国
守
は
子
の
信
輔
）
、
経
忠
は
師
信
の
子
で
自
河
・
鳥
羽
院
司
、
そ
の
妻
は
鳥
羽
天
皇
の
乳
母
で
あ
る
。

（
4
0
）
　
『
殿
暦
』
嘉
承
元
年
九
月
三
〇
日
条
、
『
中
右
記
』
同
年
一
一
月
九
日
条
か
ら
源
雅
実
が
丹
波
国
の
知
行
国
主
、
源
雅
俊
が
武
蔵
国
の
知
行
国
主
と

　
推
測
さ
れ
る
が
、
雅
実
・
雅
俊
は
と
も
に
顕
房
の
子
で
白
河
院
司
で
あ
る
。

（
4
1
）
藤
原
宗
忠
が
、
そ
の
子
宗
規
が
因
幡
守
に
任
じ
ら
れ
た
時
に
、
「
近
代
公
卿
子
族
被
レ
成
二
受
領
「
、
皆
可
レ
然
之
人
々
也
」
（
『
中
右
記
』
天
永
二
年
七

　
月
二
九
日
条
）
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
院
側
近
の
有
力
公
卿
が
多
く
知
行
国
主
に
な
っ
て
い
た
状
況
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
4
2
）
　
『
中
右
記
』
大
治
四
年
正
月
一
五
日
条
。

（
4
3
）
　
「
本
朝
新
修
往
生
伝
』
。

（
4
4
）
　
『
大
塊
秘
抄
」
。

（
4
5
）
　
『
神
皇
正
統
記
』
、
『
中
右
記
』
長
治
元
年
正
月
二
九
日
条
。

（
4
6
）
　
『
中
右
記
』
大
治
五
年
一
〇
月
五
日
条
。

（
4
7
）
　
『
長
秋
記
』
大
治
四
年
八
月
四
日
条
、
『
愚
管
抄
』
巻
第
四
。

（
4
8
）
　
『
本
朝
世
紀
』
康
和
五
年
一
二
月
二
〇
日
条
。

（
4
9
）
　
『
中
右
記
』
嘉
保
元
年
五
月
一
六
日
条
。

（
5
0
）
　
『
中
右
記
』
保
安
元
年
七
月
二
二
日
条
、
同
大
治
四
年
正
月
一
五
日
条
、
『
本
朝
世
紀
』
久
安
六
年
八
月
目
日
干
、
『
宇
転
記
抄
』
仁
平
三
年
正
月

　
一
五
日
条
。
こ
の
他
、
『
古
事
談
』
巻
一
－
七
五
に
は
、
藤
原
顕
季
が
源
義
光
と
所
領
を
争
っ
た
際
に
、
白
河
法
皇
か
ら
「
汝
一
期
レ
無
二
件
庄
一
所
一
、

　
全
不
レ
可
二
事
閾
し
と
諭
さ
れ
た
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
5
1
）
弁
官
の
場
合
、
近
国
の
受
領
を
兼
ね
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
が
、
遠
方
の
国
の
受
領
を
兼
ね
る
例
は
あ
ま
り
な
い
。



（
5
2
）
　
『
殿
暦
』
永
久
四
年
正
月
二
日
条
。

（
5
3
）
周
知
の
よ
う
に
、
忠
実
の
時
代
に
摂
関
家
領
荘
園
が
集
積
・
再
編
成
さ
れ
る
の
だ
が
、
知
行
国
の
確
保
は
こ
う
し
た
動
き
と
軌
を
一
に
す
る
も
の

　
と
い
え
よ
う
。

　
　
な
お
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
『
殿
暦
』
天
仁
二
年
正
月
二
六
日
条
に
、
佐
渡
国
が
「
従
レ
院
二
幅
之
国
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
佐
渡
国
は
忠
実

　
の
知
行
国
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
佐
渡
国
が
忠
実
の
知
行
国
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
同
日
条
に
よ
る
と
、
忠
実

　
は
「
去
年
大
嘗
会
御
母
女
御
代
出
立
」
の
た
あ
に
院
か
ら
佐
渡
国
が
給
さ
れ
た
の
だ
が
（
同
天
仁
元
年
八
月
三
〇
日
鋼
に
は
女
御
代
女
房
装
束
料
が

　
院
か
ら
下
給
さ
れ
た
と
あ
る
）
、
こ
の
こ
ろ
の
知
行
国
で
特
定
の
費
用
を
賄
う
た
め
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
事
例
は
な
い
。
さ
ら
に
、
「
余
分
を
御
祈

　
料
一
一
令
二
下
行
一
」
．
と
あ
り
、
忠
実
は
定
額
の
収
入
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
知
行
国
で
は
こ
う
し
た
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
こ
れ
は
知
行
国
で
は
な
く
、
佐
渡
国
の
国
司
の
ポ
ス
ト
が
臨
時
に
支
給
さ
れ
、
そ
の
任
国
を
忠
実
が
得
て
い
た
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い

　
だ
ろ
う
か
。
外
官
で
は
な
い
が
、
忠
実
は
元
永
二
年
（
＝
］
九
）
に
内
舎
人
を
臨
時
給
で
得
て
い
る
（
『
大
間
成
文
抄
』
第
六
臨
時
給
）
。
ま
た
、

　
こ
こ
に
は
国
を
賜
る
と
あ
る
が
、
公
卿
が
国
司
を
兼
任
す
る
こ
と
を
兼
国
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
は
国
司
の
ポ
ス
ト
を
給
さ
れ
た
の
意
で
あ
ろ
う
。

　
天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
に
権
大
納
言
源
隠
岩
の
器
官
直
筆
に
よ
り
そ
の
子
の
言
挙
が
美
濃
守
に
な
る
の
だ
が
、
『
実
行
公
記
』
（
『
大
日
本
史
料
』
三
－

　
一
一
　
一
八
九
）
の
同
年
正
月
二
二
・
二
三
日
条
に
は
、
「
京
極
大
納
言
辞
レ
職
申
二
受
領
こ
「
俊
実
卿
辞
レ
職
工
レ
申
二
美
乃
国
一
」
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら

　
も
受
領
1
1
国
守
と
国
が
同
意
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
憶
測
に
終
始
し
た
が
、
佐
渡
国
と
忠
実
の
関
係
に
つ
い
て
は
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と

　
思
わ
れ
る
。

（
5
4
）
　
『
殿
暦
』
永
久
四
年
一
一
月
一
六
日
条
。

（
5
5
）
摂
関
家
家
司
の
知
行
国
主
と
し
て
は
わ
ず
か
に
藤
原
為
隆
・
光
房
父
子
が
み
え
る
だ
け
だ
が
、
彼
ら
が
知
行
国
を
持
ち
得
た
の
は
経
済
的
奉
仕
に

　
期
待
す
る
摂
関
家
の
支
援
が
あ
っ
た
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

知
行
国
制
の
成
立

＝
二
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二

（
5
6
）
　
『
中
右
記
』
保
安
元
年
六
月
五
日
条
。
な
お
、
藤
原
宗
忠
の
新
堂
造
営
に
つ
い
て
は
、
戸
田
芳
実
『
中
右
記
』
（
そ
し
え
て
、
一
九
七
九
年
）
を
参

　
照
し
た
。

（
5
7
）
　
『
中
右
記
』
大
治
二
年
三
月
三
日
条
。

（
8
5
）
『
中
右
記
』
黍
二
年
七
月
二
九
日
条
に
「
宗
成
任
受
領
事
、
偏
是
殿
下
広
量
也
」
、
『
殿
暦
』
同
日
条
に
因
幡
侍
従
二
業
鹸
し
と
あ
る
。

（
5
9
）
　
『
小
右
記
』
治
安
三
年
九
月
二
一
日
条
。

（
6
0
）
同
註
（
1
）
前
掲
（
A
）
論
文
。

（
6
1
）
巻
三
i
一
四
。
嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
に
六
七
才
で
没
し
た
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
、
尾
張
守
に
な
っ
た
の
は
長
久
三
年
（
一
〇
四
二
）
と
な

　
る
。

（
6
2
）
巻
三
二
。
但
馬
守
に
な
っ
た
の
は
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
で
あ
る
。

（
6
3
）
　
『
公
卿
補
任
』
康
平
四
年
項
、
承
保
二
年
項
。

（
6
4
）
佐
藤
泰
弘
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転
回
」
（
『
日
本
史
研
究
』
三
九
二
、
一
九
九
五
年
）
。

（
6
5
）
　
『
春
記
』
長
久
二
年
三
月
一
四
日
条
、
『
古
事
談
』
巻
一
－
六
四
。

（
6
6
）
院
政
期
に
な
る
と
父
子
が
同
時
に
受
領
と
な
る
事
例
が
多
く
み
ら
れ
る
が
（
表
1
）
、
摂
関
期
に
お
い
て
も
源
済
政
・
資
通
、
源
頼
光
．
群
臣
、
藤

　
原
邦
恒
・
行
房
父
子
は
同
時
に
受
領
と
な
っ
て
い
る
。
父
子
で
受
領
に
な
れ
ば
そ
の
一
家
の
収
入
は
莫
大
な
も
の
に
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
が
、
彼

　
ら
は
い
ず
れ
も
摂
関
家
の
家
司
や
近
習
者
で
あ
り
、
摂
関
家
及
び
そ
の
周
辺
に
富
が
集
積
さ
れ
た
様
子
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
摂
関

　
期
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
事
例
は
少
数
で
あ
り
、
ま
た
次
に
み
る
公
卿
と
同
様
父
親
の
受
領
を
知
行
国
主
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問

　
で
あ
る
。

（
6
7
）
　
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
一
二
月
三
日
条
。
同
六
月
四
日
条
も
同
内
容
の
史
料
で
あ
る
。



（
6
8
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』
上
巻
一
八
四
頁
。
同
様
の
こ
と
は
、
同
『
栄
花
物
語
』
上
巻
一
八
八
頁
、
二
八
九
頁
、
同
三
七
六
頁
、
下
巻

　
二
八
頁
か
ら
も
わ
か
る
。

（
6
9
）
前
者
の
例
と
し
て
は
、
藤
原
立
憲
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
惟
憲
は
道
長
の
家
司
で
、
そ
の
妻
は
後
一
条
天
皇
の
乳
母
と
な
っ
て
い
る
。
惟
憲

　
は
二
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
受
領
を
つ
と
め
た
あ
と
、
大
宰
大
弐
に
転
じ
、
帰
京
の
際
に
は
「
随
身
珍
宝
不
レ
知
二
其
数
一
云
々
、
九
国
二
建
物
掃
レ
底

　
奪
取
、
唐
物
二
陣
、
已
似
レ
忘
レ
恥
、
近
代
以
二
富
人
｝
為
レ
賢
」
（
『
小
右
記
』
長
元
二
年
七
月
＝
日
量
）
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
干
飯
の
場

　
合
は
子
の
憲
房
が
受
領
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
一
家
の
収
入
は
さ
ら
に
増
加
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
原
通
任
な
ど
は
後
者
の
例
で
あ
ろ
う
。
通

　
任
は
三
条
天
皇
皇
后
城
子
の
兄
弟
で
、
三
条
朝
に
は
弓
道
長
派
の
一
人
と
目
さ
れ
て
い
る
（
『
小
右
記
』
長
和
元
年
七
月
二
一
日
条
）
。
当
会
は
寛
弘

　
八
年
（
一
〇
一
一
）
に
参
議
に
な
っ
た
も
の
の
権
中
納
言
に
昇
進
し
た
の
は
二
四
年
後
の
長
元
八
年
（
一
〇
三
五
）
の
こ
と
で
あ
り
、
道
長
・
頼
通

　
政
権
下
で
冷
遇
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
従
っ
て
、
長
元
四
年
に
二
三
才
の
師
成
が
小
一
条
院
の
院
分
に
よ
り
受
領
と
な
っ
た
背
景
に
は
、

　
一
家
の
収
入
を
維
持
・
確
保
し
よ
う
と
す
る
通
任
の
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

（
7
0
）
上
島
享
氏
は
、
公
卿
は
「
＝
世
紀
に
は
受
領
の
地
位
に
そ
れ
程
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
が
、
支
持
し
難
い
。
｝
○
世
紀
後
半
以
降

　
見
任
公
卿
の
子
が
受
領
と
な
る
例
が
増
え
る
こ
と
、
ま
た
次
に
み
る
よ
う
に
藤
原
実
母
が
猛
烈
な
任
官
運
動
を
行
い
、
源
重
信
が
子
息
の
受
領
補
任

　
を
「
懇
奏
」
し
た
こ
と
な
ど
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
公
卿
は
「
摂
関
期
に
は
受
領
の
地
位
に
そ
れ
程
魅
力
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
」
と
は
と
う
て
い

　
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
島
氏
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
摂
関
期
に
は
「
封
戸
制
は
公
卿
集
団
の
経
済
的
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
」
い
た
と
の

　
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
こ
の
考
え
方
自
体
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
本
文
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
封
戸
制
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、

　
摂
関
期
か
ら
そ
れ
は
す
で
に
解
体
過
程
に
入
っ
て
お
り
、
院
政
期
に
な
る
と
解
体
の
速
度
が
速
ま
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
両
者
は
同
じ
局
面
に

　
あ
り
、
従
っ
て
、
摂
関
期
と
院
政
期
は
連
続
的
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
両
者
の
違
い
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
は
な
い

　
と
考
え
る
。

知
行
国
制
の
成
立

＝
二
一
二



＝
二
四

（
7
1
）
治
安
元
年
二
月
「
日
条
。

（
7
2
）
同
二
月
二
日
条
。

（
7
3
）
万
寿
元
年
一
〇
月
＝
二
日
条
。

（
7
4
）
万
寿
二
年
三
月
一
七
日
条
、
同
二
一
日
条
、
同
七
月
八
日
条
、
同
八
月
八
日
条
。

（
7
5
）
治
安
三
年
七
月
二
九
日
条
、
同
八
月
四
日
条
、
八
月
七
か
条
、
閏
九
月
九
日
条
な
ど
。

（
7
6
）
　
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
二
月
一
日
条
。

（
7
7
）
天
元
二
年
（
九
七
九
）
の
参
議
源
惟
正
、
永
延
二
年
（
九
八
八
）
の
中
納
言
藤
原
文
範
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
参
議
菅
原
輔
正
、
長
元
二

　
年
（
一
〇
二
九
）
の
権
中
納
言
藤
原
朝
経
、
長
元
八
年
の
中
納
言
藤
原
兼
隆
、
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
の
権
中
納
言
源
道
方
な
ど
（
酒
井
宏
治
註

　
（
2
3
）
前
掲
論
文
に
よ
る
）
。

（
7
8
）
　
『
小
右
記
』
寛
仁
二
年
三
月
四
日
条
、
同
一
一
月
＝
二
日
条
。

（
7
9
）
　
『
小
右
記
』
永
詐
元
年
二
月
一
日
条
。


